
基 発 1 0 2 6第 １ 号 

職 発 1 0 2 6第 ２ 号 

平 成 30年 10月 26日 

 

都道府県労働局長 殿 

 

労 働 基 準 局 長  

（ 公 印 省 略 ）  

職 業 安 定 局 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

「岡山県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納

期限等を指定する件」の制定について 

 

 

平成30年７月豪雨による被害に対する労働保険料、特別保険料及び一般拠出

金（以下「労働保険料等」という。）並びに障害者雇用納付金に係る申告書の

提出、納付又は徴収に関する期限（以下「納期限等」という。）の延長措置に

ついては、「「岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における社会

保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件」の制定等について」

（平成30年７月19日付け基発0719第２号・職発0719第１号。以下「延長通知」

という。）により通知したところであるが、本日、別紙１のとおり、「岡山県

の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定す

る件」（平成30年厚生労働省告示第369号）が公布され、同日から施行される

こととなった。 

その内容は下記のとおりであるので、実施に当たっては遺漏なきよう取り扱

われたい。 

また、障害者雇用納付金関係については、別添のとおり、本日付けで独立行

政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長宛てに通知しているところであ

り、事業主から照会があった際には、下記の内容を説明した上で、必要に応じ

て独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に照会していただくよう事業

主に伝達いただきたい。 

 

記 

 



１ 延長通知記の１（４）の「指定地域」に掲げる指定地域に所在地を有する

事業場の事業主若しくは平成30年７月５日において指定地域にその主たる事

務所の所在地を有する労働保険事務組合（以下「特定事務組合」という。）

又は特定事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に係る労働保

険料等及び指定地域に主たる事務所の所在地を有する事業主に係る障害者雇

用納付金に係る延長後の納期限等は次のとおりであること。 

 次の表に掲げる地域において、平成30年７月５日から同年12月24日までの

間にその期限が到来するものの延長後の納期限等は、同月25日までとするこ

と。  

都道府県名 地 域 

岡 山  県 倉敷市真備町 

 

２ 個別の申請による納付猶予 

（１） １の延長後の納期限等到来後においても、一定の要件に該当すれば、

労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）第30条

及び障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第62

条の規定によりその例によることとされている国税通則法（昭和37年法

律第66号）第46条の規定に基づき、個別の申請による納付猶予を行うこ

とができる。別紙２「被災された事業主のみなさまへ」及び別紙３「事

業主の皆様へ」を各都道府県労働局ホームページに掲載するなどにより

周知を図るとともに、事業主からの相談に丁寧に応じるなど、適切に対

応すること。 

 

（２） 指定地域外の事業主であっても、延長通知記の２の「個別の申請によ

る労働保険料等の納付猶予措置」に記載のとおり一定の要件に該当すれ

ば、納付猶予措置の対象となる。必要に応じ、別紙２及び別紙３により

周知を図ること。 
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【別紙１】
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被災された事業主のみなさまへ
～労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ～

２．納付の猶予 ※申告手続と合わせて、申請が必要です

１．労働保険料・一般拠出金の申告・納期限の指定についてのお知らせ

以下の対象地域に所在する事業場の事業主のみなさまについては、労働
保険料・一般拠出金の申告手続や、納付についての期限を延長していま
したが、その申告・納期限については、以下のとおり決定されました。

※ 申告の手続は、上記申告期限までに行っていただきますよう、お願いい
たします。

平成30年７月豪雨により被害を受け、次の要件を満たす事業の事業主
の方々については、労働保険料・一般拠出金の納付を、最大で１年間猶
予いたします。
※保険料を免除するものではありませんので御留意ください。

【対象地域】すべての地域で申請可能
【要件】事業財産に相当の損失（おおむね20％以上）を受けたこと

このリーフレットに関するご質問等がございましたら、[最寄りの都道府県労働
局]又は [最寄りの労働基準監督署] にお尋ねください。

【対象地域】
岡山県 倉敷市真備町

【延長後の申告・納期限】
平成30年12月25日（火）

【対象となる労働保険料など】
平成30年７月５日から平成30年12月24日までに申告・納期限が

到来する労働保険料・一般拠出金
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事業主の皆様へ 

 

平成30年７月豪雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日

も早い地域の復興をお祈りいたします。 

１ 障害者雇用納付金の納期限等の延長について 

①次の指定地域内に主たる事務所が所在する事業主が納付するもので、②平成30年７

月５日以降に申告又は納付の期限（以下「納期限等」という。）が到来する障害者雇用

納付金（※）について、納期限等の延長を行ってきたところ、今般、その納期限等は以

下のとおりと指定されました。 

 

  ○地域 

岡山県  倉敷市真備町 

 

  ○納期限等 

     平成30年12月25日 

 

 ※ 督促状の指定期限が平成30年７月５日以降である場合を含みます。 

 

２ 障害者雇用納付金の納付の猶予について 

１に該当しない場合（１に該当する場合で納付の期限が到来した場合を含む。）であ

っても、平成30年７月豪雨により被害を受けた事業主の方については、個別の申請に基

づき、一定の要件に該当すると認められた場合には、猶予の対象となります。 

 

 

 

平成30年  月  日 

【お問い合わせ先】 

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 

納付金部管理課 

TEL.043－297－9650 

 

 

【別紙３】 

延長を行ってきた障害者雇用納付金の納期限等について 



【別添】 

職 発 1 0 2 6第 ３ 号 

平 成 30年 1 0月 26日 

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長 殿 

 

職 業 安 定 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「岡山県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する

件」の制定について（障害者雇用納付金の納期限等関係） 

 

 

平成30年７月豪雨による被害に対する障害者雇用納付金に係る申告書の提出、納付又は

徴収に関する期限（以下「納期限等」という。）の延長措置については、「「岡山県、広

島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する納期

限等を延長する件」の制定等について」（平成30年７月19日付け職発0719第２号）により

通知したところであるが、本日、別紙１のとおり、「岡山県の一部の地域における社会保

険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」（平成30年厚生労働省告示第369

号）が公布され、同日から施行されることになった。 

その内容は下記１のとおりであるので、下記２の内容と併せて御了知の上、貴機構の職

員へ周知するとともに、実施に当たって遺漏なきよう取り扱われたい。 

 

記 

 

１ 次の表に掲げる地域に主たる事務所の所在地を有する事業主に係る障害者雇用納付金

について、平成30年７月５日から同年12月24日までの間にその期限が到来するものの延

長後の納期限は、同月25日までとすること。 

  

都道府県名 地 域 

岡 山 県 倉敷市真備町 

    

２ 個別の申請による納付猶予 

（１） 上記１による延長後の納期限到来後においても、一定の要件に該当すれば、障害者

の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第62条の規定によりその例に

よることとされている国税通則法（昭和37年法律第66号）第46条の規定に基づき、個

別の申請による納付猶予を行うことができる。別紙２「事業主の皆様へ」をホームペ

ージに掲載するなどにより周知を図るとともに、事業主からの相談に丁寧に応じるな

ど、適切に対応すること。 



【別添】 

 

（２） １に掲げる地域外の事業主であっても、国税通則法第46条の規定に基づき、一定の

要件に該当すれば、納付猶予措置の対象となる。必要に応じ、別紙２により周知を図

ること。 

  



【別添】 

 

事業主の皆様へ 

 

平成30年７月豪雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日

も早い地域の復興をお祈りいたします。 

１ 障害者雇用納付金の納期限等の延長について 

①次の指定地域内に主たる事務所が所在する事業主が納付するもので、②平成30年７

月５日以降に申告又は納付の期限（以下「納期限等」という。）が到来する障害者雇用

納付金（※）について、納期限等の延長を行ってきたところ、今般、その納期限等は以

下のとおりと指定されました。 

 

  ○地域 

岡山県  倉敷市真備町 

 

  ○納期限等 

     平成30年12月25日 

 

 ※ 督促状の指定期限が平成30年７月５日以降である場合を含みます。 

 

２ 障害者雇用納付金の納付の猶予について 

１に該当しない場合（１に該当する場合で納付の期限が到来した場合を含む。）であ

っても、平成30年７月豪雨により被害を受けた事業主の方については、個別の申請に基

づき、一定の要件に該当すると認められた場合には、猶予の対象となります。 

 

 

 

平成30年  月  日 

【お問い合わせ先】 

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 

納付金部管理課 

TEL.043－297－9650 

 

 

【別紙２】 

延長を行ってきた障害者雇用納付金の納期限等について 


